
 議案第８３号 

   墨田区営住宅条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区営住宅条例の一部を改正する条例 

 墨田区営住宅条例（平成９年墨田区条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項第２号中「含む。」の次に「）又は規則で定める者（」を加え、「同

居親族」を「同居親族等」に改め、同条第２項第１号中「、又は同居親族」を「又は

同居親族等」に改め、同条第３項中「同居親族」を「同居親族等」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 墨田区パートナーシップ宣誓制度の導入等を踏まえ、区営住宅を使用することがで

きる者の資格要件を拡大するほか、所要の規定整備をする必要がある。 


